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新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン改訂新旧対照表 

改  訂 現  行 

下水道施設運転管理業務における新型コ 

ロナウイルス感染予防対策ガイドライン 

 

令和２年５月１４日制定  

令和３年４月２１日改訂  

令和３年１０月２９日改訂 

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 

 

１．はじめに 

 

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（以下「対処方

針」という。）をはじめとする政府の諸決定を踏

まえ、下水道施設運転管理業務（地方公共団体の

委託を受けて下水処理場において従業員が設備等

の運転操作、点検・保全及び水質管理することに

より下水道管を通じて流入する下水を処理する業

務等を言う。）における新型コロナウイルス感染

予防策を策定、実施するにあたっての基本事項を

整理したものである。 

 

下水道施設は、市民の快適な生活環境を維持す

るとともに、公共用水域の水質保全を図るために

必要な社会基盤施設であることから、対処方針に

おいても、業務の継続が求められている。同時

に、事業者として自主的な感染防止のための取り

組みを進めることにより、新型コロナウイルス感

染症のまん延を防止していくことも求められてい

る。 

 

このため、下水道施設の運転管理業務を受託し

ている事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に
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理解した上で、本ガイドラインに示された「感染

防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具

体的な対策」を踏まえ、個々の下水道施設の様態

等も考慮した創意工夫も図りつつ、新型コロナウ

イルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤

としての役割を継続的に果たすよう努力する。 

 

なお、本ガイドラインは、下水道施設の運転管

理業務を受託する会員企業が行う感染防止対策を

想定したものであるが、会員企業以外の事業者が

行う対策の一助となることも期待する。 

 

本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとよ

り、緊急事態宣言が終了した段階においても、新

型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、

早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワ

クチンの開発などにより企業の関係者の健康と安

全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間

の事業活動に用いられるべきものである。本ガイ

ドラインの内容は、関係省庁や専門家の知見を得

て作成したものである。今後も、感染症の動向や

専門家の知見、これを踏まえた対処方針の改定等

を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとす

る。 

 

２．感染防止のための基本的な考え方 

 下水道施設の運転管理業務を受託する事業者

は、職場における感染防止対策の取り組みが、社

会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した

上で、下水道施設の立地や作業空間等の様態を十

分に踏まえ、下水道施設内や通勤経路を含む周辺

地域において、従業員等への感染拡大を防止する

よう努めるものとする。 

 

理解した上で、本ガイドラインに示された「感染

防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具

体的な対策」を踏まえ、個々の下水道施設の様態

等も考慮した創意工夫も図りつつ、新型コロナウ

イルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤

としての役割を継続的に果たすよう努力する。 

 

なお、本ガイドラインは、下水道施設の運転管

理業務を受託する会員企業が行う感染防止対策を

想定したものであるが、会員企業以外の事業者が

行う対策の一助となることも期待する。 
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全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間
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会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した
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分に踏まえ、下水道施設内や通勤経路を含む周辺

地域において、従業員等への感染拡大を防止する

よう努めるものとする。 
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３．講じるべき具体的な対策 

（１）災害危機管理指針の活用(別紙のとおり) 

・ 当協会が制定した災害危機管理指針(２０１

８年改訂版）第６章「流行性疾病(季節性イ

ンフルエンザ及び新型インフルエンザ等)へ

の対応」に基づき、下水道施設のおかれた

個別の態様に合わせて対処する。なお、新

型コロナウイルス感染予防対策に関して

は、下記の(2)から(11)を優先する。 

 

（２）健康管理 

・ 従業員（管理監督下にある従業者を含む）

に対し、外出する場合はマスクを着用する

よう指示する。ただし、人との距離を十分

確保できる場合等、適切な感染防止が確保

出来る場合には、状況に応じてマスクを外

すこともできる。 

・ デルタ株を踏まえ、事業所内では原則マス

クを着用させる。 

・ 従業員に対し、出勤前に、体温や症状の有

無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機と

する。また、勤務中に具合が悪くなった従

業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とす

る。 

・ 発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員

は、毎日、健康状態を確認した上で、症状

がなくなり、出社判断を行う際には学会の

指針(※1)などを参考にする。症状に改善が

見られない場合は、医師や保健所への相談

を指示する。 

・ 職場における検査の活用・徹底を図ること

について検討する。(※2) 

１ 健康観察アプリなどを活用し、毎日の

健康状態を把握する。 

３．講じるべき具体的な対策 
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に対し、外出する場合はマスクを着用する
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確保できる場合等、適切な感染防止が確保
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・ 従業員に対し、出勤前に、体温や症状の有

無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機と

する。また、勤務中に具合が悪くなった従

業員も、直ちに帰宅させ、自宅待機とす

る。 

・ 発熱や具合が悪く自宅待機となった従業員

は、毎日、健康状態を確認した上で、症状

がなくなり、出社判断を行う際には学会の

指針(※1)などを参考にする。症状に改善が

見られない場合は、医師や保健所への相談

を指示する。 
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２ 出勤後に少しでも体調が悪い従業員が

見出された場合や従業員が発熱などの

軽度の体調不良を訴えた場合、その従

業員に対し、抗原簡易キットを活用し

て検査を実施する。 

３ 抗原簡易キットでの検査結果が陽性で

あった場合、保健所の了承を得た上

で、「接触者」に対してＰＣＲ検査等を

速やかに実施する。抗原簡易キットで

の検査結果が陰性であっても偽陰性の

可能性もあることから、医療機関の受

診を促す。 

４ 抗原簡易キットの購入にあたっては、

①連携医療機関を定めること、②検体

採取に関する注意点を理解した職員の

管理下で自己検体採取をすること、③

国が承認した抗原簡易キットを用いる

こと、が必要。 

 

※1 日本渡航医学会、日本産業衛生学会

作成「新型コロナウイルス情報 企業

と個人に求められる対策」など 

※２ 令和３年８月１３日事務連絡「職場に

おける積極的な検査の促進について」

(https://www.mhlw.go.jp/content/00

0819118.pdf) 

 

（３）通勤 

・ 管理部門などを中心に、在宅勤務（テレワ

ーク）が可能な従業員には、これを積極的

に励行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 日本渡航医学会、日本産業衛生学会

作成「新型コロナウイルス情報 企

業と個人に求められる対策」など 
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・ 自家用車、自転車など公共交通機関を使わ

ずに通勤できる従業員には、これを励行す

る。 

・ 上記以外の従業員についても、時差出勤の

励行などにより、混雑時の公共交通機関の

利用を控える。また、公共交通機関を利用

する従業員には、マスクの着用や、私語を

しないこと等を徹底する。 

 

（４）勤務 

・ 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定

期的な手洗いを徹底する。このために必要

となる水道設備や石けんなどを配置する。

この場合、水道蛇口レバー等からの接触感

染防止に留意する。また、可能な限り、手

指消毒液を配置する。 

・ 飛沫感染防止のため、従業員が、顔の正面

からできる限り２メートルを目安に、一定

の距離を保てるよう、作業空間と人員配置

について工夫する。一定の距離を確保でき

ない場合には、仕切りを設けるなどする。 

・ 従業員に対し、勤務中のマスク、手袋等の

保護具の装着を促す。未処理汚水に抵触す

る可能性がある業務を実施する場合には、

作業に伴い飛沫が直接目に入ることを防ぐ

ため、必要に応じて保護めがねなどの着用

を促す。特に、複数名による共同作業など

近距離、接触が不可避な作業工程では、こ

れらを徹底する。 

・ 直交代に係る引継ぎ時間を短く設定する、

ロッカーを分ける等により、混雑や接触を

可能な限り抑制する。 

・ 自家用車、自転車など公共交通機関を使わ

ずに通勤できる従業員には、これを励行す

る。 

・ 上記以外の従業員についても、時差出勤の
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ない場合には、仕切りを設けるなどする。 
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ため、必要に応じて保護めがねなどの着用
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近距離、接触が不可避な作業工程では、こ

れらを徹底する。 
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可能な限り抑制する。 



6 
 

改  訂 現  行 

・ 朝礼や点呼などは、小グループにて行うな

ど、大人数が一度に集まらないようにす

る。 

・ 業務分野ごとに区域を整理（ゾーニング）

し、従業員が不必要に他の区域との往来を

しないようにする。また、一定規模以上の

下水道施設などでは、シフトをできる限り

グループ単位で管理する。 

・ 会議を行う場合、オンラインでの実施を検

討するほか、対面で行う場合は、マスクを

着用し、換気に留意する。また、椅子を減

らしたり、机などに印をつけたりするな

ど、近距離や対面で座らないように工夫す

る。デルタ株の場合、マスクを着用してい

ても、長時間の会話により発生するエアロ

ゾルによって感染が生じているので、可能

な限り短い時間で実施するよう促す。 

・ 事務室や会議室の適切な空調設備による常

時換気に努める。窓が開く場合は、１時間

に２回以上、かつ、1 回に 5 分間以上窓を開

けて換気する。なお、機械換気の場合は窓

開放との併用は不要である。乾燥する場面

では、相対湿度４０%～６０%を目安として

加湿する。 

・ 業務で車両を使用する場合、車内での換気や

マスクの着用、会話の自粛などを行う。 

 

（５）休憩・休息 

・ 休憩・休息スペースの入退室前後の手洗い

を行う。 

・ 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、

屋外であっても２メートル以上の距離を確

保するよう努める、一定数以上が同時に休

・ 朝礼や点呼などは、小グループにて行うな

ど、大人数が一度に集まらないようにす

る。 

・ 業務分野ごとに区域を整理（ゾーニング）

し、従業員が不必要に他の区域との往来を

しないようにする。また、一定規模以上の

下水道施設などでは、シフトをできる限り

グループ単位で管理する。 

・ 会議を行う場合、オンラインでの実施を検

討するほか、対面で行う場合は、マスクを

着用し、換気に留意する。また、椅子を減

らしたり、机などに印をつけたりするな

ど、近距離や対面で座らないように工夫す

る。 

 

 

 

・ 事務室や会議室の換気に努める。窓が開く

場合は、１時間に２回以上、窓を開けて換

気する。なお、機械換気の場合は窓開放と

の併用は不要である。乾燥する場面では、

相対湿度４０%～６０%を目安として加湿す

る。 

 

 

 

（５）休憩・休息 

・ 休憩・休息スペースの入退室前後の手洗い

を行う。 

・ 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、

屋外であっても２メートル以上の距離を確

保するよう努める、一定数以上が同時に休

憩スペースに入らない、屋内休憩スペース
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憩スペースに入らない、屋内休憩スペース

については換気を行うなど、３つの密（密

閉空間、密集場所、密接場面）を防ぐこと

を徹底する。 

・ 食堂等での飲食については、黙食をするよ

う掲示するなど、飲食時等マスクを着用し

ていない場合には、会話を控え、咳エチケ

ットを徹底するよう周知するほか、時間を

ずらす、椅子を間引くなどにより、２メー

トル以上の距離を確保するよう努める。施

設の制約等により、これが困難な場合も、

対面で座らないようにする。 

・ 食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しな

いときは、会話を控えるか会話の場合はマ

スクを必ず着用する。 

 

（６）トイレ 

・ 便器は通常の清掃で問題ないが、ドアノ

ブ、水栓ノブ等不特定多数が使用する場所

は清拭消毒を行う。 

・ トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚

物を流すよう表示する。 

・ トイレ使用後は手洗いを徹底する。 

・ ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタ

オルは禁止し、ペーパータオルを設置する

か、従業員に個人用タオルを持参してもら

う。 

 

（７）設備・器具 

・ 中央監視室の制御パネル、レバーなど、作

業中に従業員が触る箇所について、作業者

が交代するタイミングを含め、定期的に消

毒(※3)を行う。 

については換気を行うなど、３つの密（密

閉空間、密集場所、密接場面）を防ぐこと

を徹底する。 

・ 食堂等での飲食についても、飲食時等マス

クを着用していない場合には、会話を控

え、咳エチケットを徹底するよう周知する

ほか、時間をずらす、椅子を間引くなどに

より、２メートル以上の距離を確保するよ

う努める。施設の制約等により、これが困

難な場合も、対面で座らないようにする。 

 

 

 

 

 

（６）トイレ 

・ 便器は通常の清掃で問題ないが、ドアノ

ブ、水栓ノブ等不特定多数が使用する場所

は清拭消毒を行う。 

・ トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚

物を流すよう表示する。 

 

・ ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタ

オルは禁止し、ペーパータオルを設置する

か、従業員に個人用タオルを持参してもら

う。 

 

（７）設備・器具 

・ 中央監視室の制御パネル、レバーなど、作

業中に従業員が触る箇所について、作業者

が交代するタイミングを含め、定期的に消

毒を行う。 
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・ 工具などのうち、個々の従業員が占有する

ことが可能な器具については、共有を避け

る。共有する工具については、定期的に消

毒(※3)を行う。 

・ 施設内共用部（出入口、休憩室、更衣室、食

堂、喫煙室）や、ウイルスが付着した可能性

のある場所（洗面所備品、トイレ、ドアノブ、

ゴミ箱、電話、手すり、テーブル・椅子等）

の定期的かつこまめな消毒(※3)を徹底する。 

・ 作業服などの衣類はこまめに洗濯する。 

 

 

 

・ ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などが

ついたゴミがある場合はビニール袋に密閉

する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業

員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手

洗いやうがいを徹底する。 

・ 建物全体や個別の作業スペースについて常

時換気又はこまめな換気に努める。機械換

気の場合は適切な空調設備を用いた換気で

あることを確認する。 

・ 休憩・休息スペースや手洗は、感染リスク

が高まる「居場所の切り替わり」に該当す

ることを踏まえ、換気の確保に留意する。 

・ 寒冷期は適度な保湿（相対湿度４０％～６

０％が目安）が感染拡大防止に有効である

と考えられていることに配慮し、事務室等

用途に応じて適切な保湿を確保するよう努

める。 

 

※3 設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液、次亜塩素酸水及び亜塩素酸水

・ 工具などのうち、個々の従業員が占有する

ことが可能な器具については、共有を避け

る。共有する工具については、定期的に消

毒を行う。 

 

 

 

 

 

・ 作業服などの衣類はこまめに洗濯する。 

・ 洗面所備品、トイレ、ドアノブ、ゴミ箱、

電話などの共有設備については、頻繁に洗

浄・消毒を行う。 

・  ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などが

ついたゴミがある場合はビニール袋に密閉

する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業

員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手

洗いやうがいを徹底する。 

・ 建物全体や個別の作業スペースの換気に努

める。（寒冷期はこまめに）。なお、機械換

気の場合は窓開放との併用は不要である。 

 

 

 

 

・ 寒冷期は適度な保湿（相対湿度４０％～６

０％が目安）が感染拡大防止に有効である

と考えられていることに配慮し、事務室等

用途に応じて適切な保湿を確保するよう努

める。 

 

※設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液など、当該設備・器具に最適な
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など、当該設備・器具に最適な消毒液を

用いる。清掃には、市販されている界面

活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いる。

手が触れることのない床や壁は、通常の

清掃で良い。 

 

（８）部外者の立ち入り 

・ 一般向けの施設見学など、不要不急な部外

者の立ち入りは行わない。 

・ 薬品や部品搬入、製品搬出、水質試験な

ど、運転管理活動の維持に不可欠な部外者

の立ち入りについては、当該部外者に対し

て、従業員に準じた感染防止対策を求め

る。 

・ このため、あらかじめ、これらの部外者が

所属する企業等に、下水道施設内での感染

防止対策の内容を説明する等により、理解

を促す。 

 

（９）従業員に対する感染防止策の啓発等 

・ 従業員に対し、デルタ株等の変異株の拡大

も踏まえ、接触感染・飛沫感染・マイクロ

飛沫感染の経路に応じた感染防止対策の重

要性を理解させ、日常生活を含む行動変容

を促す。このため、例えば、これまで新型

コロナウイルス感染症対策専門家会議が発

表している「『新しい生活様式』の実践

例」、「感染リスクが高まる「５つの場面

(飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間に

およぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空

間での共同生活、居場所の切り替わり)」」

を周知するなどの取り組みを行う。 

消毒液を用いる。清掃には、市販されて

いる界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を

用いる。手が触れることのない床や壁

は、通常の清掃で良い。 

 

 

（８）部外者の立ち入り 

・ 一般向けの施設見学など、不要不急な部外

者の立ち入りは行わない。 

・ 薬品や部品搬入、製品搬出、水質試験な

ど、運転管理活動の維持に不可欠な部外者

の立ち入りについては、当該部外者に対し

て、従業員に準じた感染防止対策を求め

る。 

・ このため、あらかじめ、これらの部外者が

所属する企業等に、下水道施設内での感染

防止対策の内容を説明する等により、理解

を促す。 

 

（９）従業員に対する感染防止策の啓発等 

・ 従業員に対し、感染防止対策の重要性を

理解させ、日常生活を含む行動変容を促

す。このため、例えば、これまで新型コ

ロナウイルス感染症対策専門家会議が発

表している「『新しい生活様式』の実践

例」、「感染リスクが高まる「５つの場面

(飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間に

およぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い

空間での共同生活、居場所の切り替わ

り)」」を周知するなどの取り組みを行

う。 
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・ 従業員に対し、三密（密集・密閉・密接）

のいずれかに該当する場合でも、一定の感

染リスクが避けられないことから、密集・

密閉・密接のいずれも避けるよう日頃から

徹底する。 

・ 従業員に対し、新型コロナウイルス接触確

認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を呼びかけ

る。なお、携帯電話の使用を控える場面で

は、ＣＯＣＯＡを機能させるため、「電源

及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈをｏｎ」にした上

で、マナーモードにすること。 

・ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、正し

いマスクの着用について施設内で掲示等を

行い周知する。（※4） 

・ 従業員に対しマスクを着用している場合で

あっても、会話を短く切り上げる等の対応

が望ましい旨を周知する。 

・ 公共交通機関や図書館など公共施設を利用

する従業員には、マスクの着用、咳エチケ

ットの励行、車内など密閉空間での会話を

しないことなどを徹底する。 

・ 作業服などを貸与している場合、従業員が

こまめに洗濯するよう促す。 

・ 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰

国者、その家族、児童等の人権に配慮す

る。 

・ 新型コロナウイルス感染症から回復した従

業員やその関係者が、事業場内で差別され

るなどの人権侵害を受けることのないよ

う、従業員を指導し、円滑な社会復帰のた

めの十分な配慮を行う。 

・ 発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナ

ウイルス感染症にみられる症状以外の症状

 

 

 

 

・ 従業員に対し、新型コロナウイルス接触確

認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を呼びかけ

る。なお、携帯電話の使用を控える場面で

は、ＣＯＣＯＡを機能させるため、「電源

及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈをｏｎ」にした上

で、マナーモードにすること。 

 

 

 

 

 

 

・ 公共交通機関や図書館など公共施設を利

用する従業員には、マスクの着用、咳エ

チケットの励行、車内など密閉空間での

会話をしないことなどを徹底する。 

・ 作業服などを貸与している場合、従業員

がこまめに洗濯するよう促す。 

・ 患者、感染者、医療関係者、海外からの

帰国者、その家族、児童等の人権に配慮

する。 

・ 新型コロナウイルス感染症から回復した

従業員やその関係者が、事業場内で差別

されるなどの人権侵害を受けることのな

いよう、従業員を指導し、円滑な社会復

帰のための十分な配慮を行う。 

・ 発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナ

ウイルス感染症にみられる症状以外の症状

も含め、体調に思わしくない点がある場
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も含め、体調に思わしくない点がある場

合、濃厚接触の可能性がある場合、あるい

は、同居家族で感染した場合、各種休暇制

度や在宅勤務の利用を奨励する。 

・ 過去 14 日以内に政府から入国制限されてい

る、または入国後の観察期間を必要とされ

ている国・地域などへの渡航並びに当該在

住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を

指示する。 

・ 取引先等企業にも同様の取り組みを促すこ

とが望ましい。 

 

  ※4 厚生労働省「国民の皆さまへ（新型コロナウ

イルス感染症）」/正しいマスクのつけ方参照 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu

ite/bunya/0000121431_00094.html） 

 

（10）感染者が確認された場合の対応 

・ 感染者が確認された場合、速やかに保健

所、医療機関に報告し、指示に従う。 

・ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務

場所を消毒し、保健所より濃厚接触者に特

定されない同一勤務場所の従業員について

は、健康状態の管理を徹底し体調不良者が

発生した場合は、医師の診察を受けさせる

ものとする。 

・ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定され

ることがないよう留意する。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的

とした個人データの取り扱いについては、

個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。 

・ 事業場内で感染者が確認された場合の公表

の有無・方法については、上記のように個

合、濃厚接触の可能性がある場合、あるい

は、同居家族で感染した場合、各種休暇制

度や在宅勤務の利用を奨励する。 

・ 過去 14 日以内に政府から入国制限されてい

る、または入国後の観察期間を必要とされ

ている国・地域などへの渡航並びに当該在

住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を

指示する。 

・ 取引先等企業にも同様の取り組みを促すこ

とが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

（10）感染者が確認された場合の対応 

・ 保健所、医療機関の指示に従う。 

 

・ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務

場所を消毒し、保健所より濃厚接触者に特

定されない同一勤務場所の従業員について

は、健康状態の管理を徹底し体調不良者が

発生した場合は、医師の診察を受けさせる

ものとする。 

・ 感染者の人権に配慮し、個人名が特定され

ることがないよう留意する。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的

とした個人データの取り扱いについては、

個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。 

・ 事業場内で感染者が確認された場合の公表

の有無・方法については、上記のように個
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人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要

請も踏まえ、実態に応じた対応を行う。 

 

（11）その他 

・ 衛生管理責任者は地域の保健所の連絡先を

把握し、事務室に掲示等により周知すると

ともに保健所の聞き取り等に必ず協力す

る。 

・ 自己の行動履歴について、日常業務の接触以

外の接触者状況(会議、打ち合わせ等)は記録

するよう心掛ける。 

・ 労働衛生管理等の関連法令上の義務は遵守

する。 

（以上） 

 

別紙 災害危機管理指針(２０１８年改訂版)抜粋 

第６章 流行性疾病（季節性インフルエンザ及び新型イン

フルエンザ等）への対応 

 

～以下、略～ 

 

 

 

人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要

請も踏まえ、実態に応じた対応を行う。 

 

（11）その他 

・ 衛生管理責任者は地域の保健所の連絡先を

把握し、事務室に掲示等により周知すると

ともに保健所の聞き取り等に必ず協力す

る。 

・ 自己の行動履歴について、日常業務の接触

以外の接触者状況(会議、打ち合わせ等)は

記録するよう心掛ける。 

・ 労働衛生管理等の関連法令上の義務は遵守

する。 

（以上） 

 

別紙 災害危機管理指針(２０１８年改訂版)抜粋 

第６章 流行性疾病（季節性インフルエンザ及び新型イ

ンフルエンザ等）への対応 

 

～以下、略～ 

 


